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３ ワーキングチームの庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房情報通信
技術（IT）総合戦略室において処理する。 

 
４ 前各項に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に関する事項その他
必要な事項は、主査が定める。 




